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つい先日、梅雨入り宣言が出され、しばらくこの鬱陶しいお天気とのお付き合い

かあ・・・と思ったのも束の間、本日は柔らかな日差しが降り注いでいますね。 

田植えから１ヶ月ほど経ちますが、我が家の稲もぐんぐん成長しています。梅雨

の晴れ間に、なんだかうれしそうに水面を揺らいでおりました。 

気温差もまだまだ大きいこの季節。体調を崩さないよう、栄養バランスのとれた

食事も心がけたいものです。 

（担当 M．K） 

-------------------------------------------------------- 

（目次） 

１． 新・農業人フェアに酒田市が出展します 

２． 山形県版 GAP 平成 30 年度上期認証申請受付について 

３． ディスカバー農山漁村（むら）の宝 第 5 回募集について 

４． 平成 30 年度山形県農薬危害防止運動の実施について 

５． 「６月は食育月間」です 

-------------------------------------------------------- 

【１．新・農業人フェアに酒田市が出展します】 

7 月 28 日（土）東京国際フォーラムで開催する「新・農業人フェア」に、酒田

市の出展が決定しました！ 

東京都内・近郊にお住まいで、酒田での就農や移住について考えている方をご存

知でしたら、情報収集や相談が気軽にできますので、お知らせをお願いいたしま

す。（東京に遊びに来たついでのお立ち寄りも歓迎します！） 

新・農業人フェアについての詳細は、下記のホームページをご参照ください。 

http://shin-nougyoujin.hatalike.jp/ 

-------------------------------------------------------- 

【２．山形県版 GAP 平成 30 年度上期認証申請受付について】 

山形県版 GAP の平成 30 年度上期認証申請の受け付けが始まりました！ 

GLOBALG.A.P.に取り組む前のはずみとして、農産物の安全性確保や環境保全、

労働安全に力を入れるため、是非申請してみてはいかがでしょうか。認証費用は

無料です。 

詳しくは、山形県ホームページの「山形県版 GAP 認証業務実施要領」をご覧下

さい。↓ 

https://www.pref.yamagata.jp/hojo/norinsuisan/7140003GAP.html 

-------------------------------------------------------- 
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【３．ディスカバー農山漁村（むら）の宝 第 5 回募集について】 

ディスカバー農山漁村（むら）の宝とは、農林水産省が、農林水産業・地域の活

力創造につながる活動に取り組んでいる地域を優良事例として選定し、更にそ

の中からグランプリ 1 地区と特別賞 5 地区を選定するものです。グランプリ等

に選定されると、農林水産省ホームページでの活動の紹介や、様々なイベントの

出展支援などを受けることができ、全国的な情報発信が行えます！ 知名度が

上がり、売り上げが増えたという声もあります。是非応募を検討してみてはいか

がでしょうか？ 

応募方法、過去の選定事例等の詳細は以下 URL よりご確認ください。 

https://www.discovermuranotakara.go.jp/sentei/oubohouhou/ 

-------------------------------------------------------- 

【４．平成 30 年度山形県農薬危害防止運動の実施について】 

平成 30 年 6 月 1 日～8 月 31 日の期間において、農薬による事故の防止と適

正使用の啓発運動を行っています。この期間は農薬が最も使用される時期です。

農薬の保管管理、使用等における注意点をしっかりと守り、事故ゼロで農薬散布

を行いましょう！ 詳しい注意点はチラシをご確認ください。チラシは市役所

本庁舎 2 階農林水産課前に設置されているカタログスタンドか農政課にご用意

しています。 

-------------------------------------------------------- 

【５．６月は食育月間です】 

毎年 6 月は「食育月間」、毎月 19 日は「食育の日」です。食育月間では、国や

地方公共団体、関係団体などが協力して、食育推進運動を重点的かつ効果的に実

施し、食育の一層の浸透を図ることとしています。 

食育月間に伴い、酒田市役所本庁舎１階において、食育に関するパネルやポスタ

ーなどの展示を行います。ぜひお立ち寄り下さい。 

食育月間についての詳細は、こちら↓（農政局ホームページ） 

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/gekkan/index.html 

酒田市役所本庁舎１階の展示に関する詳細はこちら↓（酒田市ホームページ） 

http://www.city.sakata.lg.jp/kenko/kenko/eiyo_syokuseikatsu/syokuik

ugekkan.html 
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 http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/nogyo/index.html 

◇ メール内のリンク先へのアクセスに起因する通信料の増大や被害等に 

  ついては、発信者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。 

◇ メールマガジンへの配信登録、アドレス変更、配信停止はこちらの 

  メールに返信してください。 
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